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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透光性基板上に露光光に対して光学濃度が２．５以上となるように複数の薄膜が形成さ
れたフォトマスクブランクであって、
　前記フォトマスクブランクは、前記薄膜上に形成されるマスクパターンをマスクにして
ドライエッチング処理により、前記薄膜をパターニングするフォトマスクの作製方法に対
応するドライエッチング処理用のフォトマスクブランクであって、
　前記フォトマスクブランクは、前記透光性基板側から、金属、シリコン、酸素及び／又
は窒素を主たる構成要素とする材料からなる層と、主にクロム（Ｃｒ）と窒素（Ｎ）とを
含む材料からなり、かつ、Ｘ線回折による回折ピークが実質的にＣｒＮ(２００)からなる
層とを有することを特徴とするフォトマスクブランク。
【請求項２】
　前記主にクロム（Ｃｒ）と窒素（Ｎ）とを含む材料からなる層は、クロム（Ｃｒ）を基
準としたときに窒素（Ｎ）が深さ方向に略均一に含まれていることを特徴とする請求項１
記載のフォトマスクブランク。
【請求項３】
　前記主にクロム（Ｃｒ）と窒素（Ｎ）とを含む材料からなる層は、更に酸素を含み、表
面側から透光性基板側に向かって酸素の含有量が減少していることを特徴とする請求項１
又は２記載のフォトマスクブランク。
【請求項４】
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　請求項１乃至３の何れか一に記載のフォトマスクブランクにおける前記主にクロム（Ｃ
ｒ）と窒素（Ｎ）とを含む材料からなる層をドライエッチングによりパターニングして、
主にクロムと窒素とを含む材料からなるパターンを形成した後、該パターンをマスクにし
て、ドライエッチングにより前記金属、シリコン、酸素及び／又は窒素を主たる構成要素
とする材料からなる層をパターニングすることを特徴とするフォトマスクの製造方法。
【請求項５】
　請求項４に記載のフォトマスクを露光装置にセットし、半導体基板上のレジスト膜にパ
ターン転写を行うことを特徴とする半導体装置の製造方法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遮光膜パターン形成のためのドライエッチング処理用に遮光膜のドライエッ
チング速度を最適化させたフォトマスクブランク及びフォトマスクの製造方法、並びに半
導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
 一般に、半導体装置の製造工程では、フォトリソグラフィー法を用いて微細パターンの
形成が行われている。また、この微細パターンの形成には通常何枚ものフォトマスクと呼
ばれている基板が使用される。このフォトマスクは、一般に透光性のガラス基板上に、金
属薄膜等からなる遮光性の微細パターンを設けたものであり、このフォトマスクの製造に
おいてもフォトリソグラフィー法が用いられている。
【０００３】
　フォトリソグラフィー法によるフォトマスクの製造には、ガラス基板等の透光性基板上
に遮光膜を有するフォトマスクブランクが用いられる。このフォトマスクブランクを用い
たフォトマスクの製造は、フォトマスクブランク上に形成されたレジスト膜に対し、所望
のパターン露光を施す露光工程と、所望のパターン露光に従って前記レジスト膜を現像し
てレジストパターンを形成する現像工程と、レジストパターンに沿って前記遮光膜をエッ
チングするエッチング工程と、残存したレジストパターンを剥離除去する工程とを有して
行われている。上記現像工程では、フォトマスクブランク上に形成されたレジスト膜に対
し所望のパターン露光を施した後に現像液を供給して、現像液に可溶なレジスト膜の部位
を溶解し、レジストパターンを形成する。また、上記エッチング工程では、このレジスト
パターンをマスクとして、たとえばウェットエッチングによって、レジストパターンの形
成されていない遮光膜が露出した部位を溶解し、これにより所望のマスクパターンを透光
性基板上に形成する。こうして、フォトマスクが出来上がる。
【０００４】
　特許文献１には、ウェットエッチングに適したマスクブランクとして、透明基板上に、
クロム炭化物を含有するクロム膜を遮光膜として備えたフォトマスクブランクが記載され
ている。また、特許文献２には、同じくウェットエッチングに適したマスクブランクとし
て、透明基板上に、ハーフトーン材料膜と金属膜との積層膜を有し、この金属膜は、表面
側から透明基板側に向かってエッチングレートが異なる材料で構成される領域が存在して
おり、例えばＣｒＮ／ＣｒＣの金属膜とＣｒＯＮの反射防止膜からなるハーフトーン型位
相シフトマスクブランクが記載されている。
【０００５】
　ところで、半導体装置のパターンを微細化するに当たっては、フォトマスクに形成され
るマスクパターンの微細化に加え、フォトリソグラフィーで使用される露光光源波長の短
波長化が必要となる。半導体装置製造の際の露光光源としては、近年ではＫｒＦエキシマ
レーザー（波長２４８ｎｍ）から、ＡｒＦエキシマレーザー（波長１９３ｎｍ）、更には
Ｆ２エキシマレーザー（波長１５７ｎｍ）へと短波長化が進んでいる。
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　その一方で、フォトマスクやフォトマスクブランクにおいては、フォトマスクに形成さ
れるマスクパターンを微細化するに当たっては、フォトマスクブランクにおけるレジスト
膜の薄膜化と、フォトマスク製造の際のパターニング手法として、従来のウェットエッチ
ングに替わってドライエッチング加工が必要になってきている。
【０００６】
　しかし、レジスト膜の薄膜化とドライエッチング加工は、以下に示す技術的な問題が生
じている。
　一つは、フォトマスクブランクのレジスト膜の薄膜化を進める際、遮光膜の加工時間が
１つの大きな制限事項となっていることである。遮光膜の材料としては、一般にクロム系
の材料が用いられ、クロムのドライエッチング加工では、エッチングガスに塩素ガスと酸
素ガスの混合ガスが用いられている。レジストパターンをマスクにして遮光膜をドライエ
ッチングでパターニングする際、レジストは有機膜でありその主成分は炭素であるので、
ドライエッチング環境である酸素プラズマに対しては非常に弱い。遮光膜をドライエッチ
ングでパターニングする間、その遮光膜上に形成されているレジストパターンは十分な膜
厚で残っていなければならない。一つの指標として、マスクパターンの断面形状を良好に
するために、ジャストエッチングタイムの２倍（１００％オーバーエッチング）程度を行
っても残存するようなレジスト膜厚にしなければならない。例えば、一般には、遮光膜の
材料であるクロムと、レジスト膜とのエッチング選択比は１以下となっているので、レジ
スト膜の膜厚は、遮光膜の膜厚の２倍以上の膜厚が必要となることになる。遮光膜の加工
時間を短くする方法として、遮光膜の薄膜化が考えられる。遮光膜の薄膜化については、
特許文献３に提案されている。
【０００７】
　特許文献３には、フォトマスクの製造において、透明基板上のクロム遮光膜の膜厚を薄
膜化することにより、エッチング時間を短くでき、クロムパターンの形状を改善すること
が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特公昭６２－３２７８２号公報
【特許文献２】特許第２９８３０２０号公報
【特許文献３】特開平１０－６９０５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
 しかしながら、遮光膜の膜厚を薄くしようとすると、遮光性が不十分となるため、この
ようなフォトマスクを使用してパターン転写を行っても、転写パターン不良が発生してし
まう。遮光膜は、その遮光性を十分確保するためには、所定の光学濃度（例えば２．５以
上）が必要となるため、上記特許文献３のように遮光膜の膜厚を薄くするといっても、自
ずと限界が生じる。
　また、上記特許文献１に記載されたクロム炭化物を含有するクロム膜を遮光膜とする場
合、ドライエッチング速度が低下する傾向があり、ドライエッチングによる遮光膜の加工
時間の短縮化を図ることができない。
【００１０】
　さらに、上記特許文献２に記載された膜厚方向でウェットエッチングレートが異なるＣ
ｒＮ／ＣｒＣの金属膜においては、ＣｒＣ膜をＣｒＮ膜よりも厚くする必要があった。そ
の理由は、第１に、上層のＣｒＣ膜と下層のＣｒＮ膜はいずれもウェットエッチングレー
トが良好であるが、下層中に窒素が含まれていると、ウェットエッチング処理した場合、
アンダーカットが大きくなるという問題が生じるため、ＣｒＮ膜の膜厚を相対的に薄くす
る必要があったからである。第２に、従来露光装置において使用されている波長であるｉ
線（３６５ｎｍ）やＫｒＦエキシマレーザー（２４８ｎｍ）においては、ＣｒＮ膜の吸収
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係数が小さいため、遮光膜として所望の光学濃度を得るには、遮光性の高いＣｒＣ膜を厚
めにする必要があったからである。第３に、遮光膜上にレジストパターンを形成するため
の露光（描画）は電子線を用いるのが一般的であるが、その際のチャージアップを抑制す
るためにはＣｒＣ膜を厚めにして遮光膜のシート抵抗を小さくする必要があったからであ
る。しかし、特許文献２のマスクブランクは、上記金属膜中の炭素含有率が高くなり、ド
ライエッチングによりパターニングを行う場合、エッチング速度が低下するので、遮光膜
の加工時間を短縮できないという問題がある。また、特許文献２のマスクブランクをドラ
イエッチング処理に用いた場合、遮光膜の深さ方向に向かって、最初はドライエッチング
速度が速く、主にＣｒＣ膜の領域では遅くなり、最後にＣｒＮ膜の領域では再び速くなる
ため、パターンの断面形状を劣化させたり、グローバルローディング現象が起こりやすい
という問題がある。
【００１１】
　そこで本発明は、従来の問題点を解決するべくなされたものであり、その目的とすると
ころは、第一に、遮光膜のドライエッチング速度を高めることで、ドライエッチング時間
が短縮でき、レジスト膜の膜減りを低減することができ、その結果、レジスト膜を薄膜化
して解像性、パターン精度（ＣＤ精度）を向上でき、ドライエッチング時間の短縮化によ
る断面形状の良好な遮光膜のパターンが形成することができるフォトマスクブランク及び
フォトマスクの製造方法を提供することである。第二に、遮光膜に必要な遮光性能を有し
つつ、遮光膜の薄膜化により、断面形状の良好な遮光膜のパターンが形成することができ
るフォトマスクブランク及びフォトマスクの製造方法を提供することである。第三に、遮
光膜の深さ方向でのドライエッチング速度を最適化させることでグローバルローディング
現象を低減でき、良好なパターン精度が得られるフォトマスクブランク及びフォトマスク
の製造方法を提供することである。第四に、本発明のフォトマスクを使用してフォトリソ
グラフィー法により半導体基板上にパターン転写することにより、回路パターンの欠陥の
ない、良好な半導体装置が得られる半導体装置の製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　 上記課題を解決するため、本発明は以下の構成を有する。
（構成１）透光性基板上に遮光膜を有するフォトマスクブランクにおいて、前記フォトマ
スクブランクは、前記遮光膜上に形成されるマスクパターンをマスクにしてドライエッチ
ング処理により、前記遮光膜をパターニングするフォトマスクの作製方法に対応するドラ
イエッチング処理用のフォトマスクブランクであって、前記遮光膜は、主にクロム（Ｃｒ
）と窒素（Ｎ）とを含む材料からなり、かつ、Ｘ線回折による回折ピークが実質的にＣｒ
Ｎ（２００）であることを特徴とするフォトマスクブランクである。
（構成２）前記遮光膜は、クロム（Ｃｒ）を基準としたときに窒素（Ｎ）が深さ方向に略
均一に含まれていることを特徴とする構成１記載のフォトマスクブランクである。
（構成３）透光性基板上に遮光膜を有するフォトマスクブランクにおいて、前記フォトマ
スクブランクは、前記遮光膜上に形成されるマスクパターンをマスクにしてドライエッチ
ング処理により、前記遮光膜をパターニングするフォトマスクの作製方法に対応するドラ
イエッチング処理用のフォトマスクブランクであって、前記遮光膜は、クロム（Ｃｒ）を
基準としたときに窒素（Ｎ）が深さ方向に略均一に含まれていることを特徴とするフォト
マスクブランクである。
（構成４）前記遮光膜は、更に酸素を含み、表面側から透光性基板側に向かって酸素の含
有量が減少していることを特徴とする構成１乃至３の何れか一に記載のフォトマスクブラ
ンクである。
【００１３】
（構成５）前記遮光膜の上層部に酸素を含む反射防止層を形成することを特徴とする構成
１乃至４の何れか一に記載のフォトマスクブランクである。
（構成６）前記透光性基板と前記遮光膜との間に、ハーフトーン型位相シフター膜が形成
されていることを特徴とする構成１乃至５の何れか一に記載のフォトマスクブランクであ
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る。
（構成７）構成１乃至６の何れか一に記載のフォトマスクブランクにおける前記遮光膜を
ドライエッチングによりパターニングして前記透光性基板上に遮光膜パターンを形成する
ことを特徴とするフォトマスクの製造方法である。
（構成８）構成６に記載のフォトマスクブランクにおける前記遮光膜をドライエッチング
によりパターニングして遮光膜パターンを形成した後、該遮光膜パターンをマスクにして
、ドライエッチングにより前記ハーフトーン型位相シフター膜をパターニングして前記透
光性基板上にハーフトーン型位相シフター膜パターンを形成することを特徴とするフォト
マスクの製造方法である。
（構成９）構成７又は８に記載のフォトマスクにおける前記遮光膜パターン又は前記ハー
フトーン型位相シフター膜パターンをフォトリソグラフィー法により、半導体基板上にパ
ターンを転写することを特徴とする半導体装置の製造方法である。
【００１４】
　構成１にあるように、本発明のフォトマスクブランクは、透光性基板上に遮光膜を有す
るフォトマスクブランクにおいて、前記フォトマスクブランクは、前記遮光膜上に形成さ
れるマスクパターンをマスクにしてドライエッチング処理により、前記遮光膜をパターニ
ングするフォトマスクの作製方法に対応するドライエッチング処理用のフォトマスクブラ
ンクであって、前記遮光膜は、主にクロム（Ｃｒ）と窒素（Ｎ）とを含む材料からなり、
かつ、Ｘ線回折による回折ピークが実質的にＣｒＮ（２００）である。ここで、Ｘ線回折
による回折ピークが実質的にＣｒＮ（２００）であるとは、有意な回折ピークが１本であ
り、ＣｒＮ（２００）以外の結晶に対応する回折ピークが現れないことを意味する。
　このような主にクロム（Ｃｒ）と窒素（Ｎ）とを含む材料からなり、かつ、Ｘ線回折に
よる回折ピークが実質的にＣｒＮ（２００）であるような遮光膜は、クロム単体からなる
遮光膜よりもドライエッチング速度が速くなり、ドライエッチング時間の短縮化を図るこ
とができる。ドライエッチング速度を速くできることで、遮光膜のパターニングに必要な
レジスト膜の膜厚を薄くすることができ、遮光膜のパターン精度（ＣＤ精度）が良好にな
る。また、このような元素を含むクロム系材料の遮光膜は、パターンの微細化を達成する
上で有効な２００ｎｍ以下の露光波長においては、膜厚を厚くしなくてもある程度の薄膜
で所望の光学濃度（例えば２．５以上であることが好ましい）を得ることができる。つま
り、遮光膜に必要な遮光性能を有しつつ、遮光膜の薄膜化を達成することが可能になる。
【００１５】
　構成２にあるように、前記遮光膜は、クロム（Ｃｒ）を基準としたときに窒素（Ｎ）が
深さ方向に略均一に含まれていることが好ましい。遮光膜が、クロム（Ｃｒ）を基準とし
たときに窒素（Ｎ）が深さ方向に略均一に含まれていることで、遮光膜の深さ方向に略均
一な組成のＣｒＮ（２００）が形成されている。その結果、構成１によるドライエッチン
グ速度を速める効果がより一層発揮され、更に、パターン断面を良好、即ち垂直に立たせ
るためのエッチングプロセスの設定が容易になる。尚、遮光膜を、クロム（Cr）を基準と
したときに窒素（N）が深さ方向に略均一に含ませる構成は、後述の構成６と組み合わせ
た場合に最適である。即ち、構成６にあるように、遮光膜がハーフトーン型位相シフター
膜をパターニングする際のマスク層としての機能を持つ場合、遮光膜パターンをマスクに
して形成されるハーフトーン型位相シフター膜パターンの断面形状も良好となる。
　構成３にあるように、本発明のフォトマスクブランクは、透光性基板上に遮光膜を有す
るフォトマスクブランクにおいて、前記フォトマスクブランクは、前記遮光膜上に形成さ
れるマスクパターンをマスクにしてドライエッチング処理により、前記遮光膜をパターニ
ングするフォトマスクの作製方法に対応するドライエッチング処理用のフォトマスクブラ
ンクであって、前記遮光膜は、クロム（Ｃｒ）を基準としたときに窒素（Ｎ）が深さ方向
に略均一に含まれていることである。
　このような膜とすることにより、クロム単体からなる遮光膜よりもドライエッチング速
度を速くできることで、遮光膜のパターニングに必要なレジスト膜の膜厚を薄くすること
ができ、遮光膜のパターン精度（ＣＤ精度）が良好になる。また、このような元素を含む
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クロム系材料の遮光膜は、パターンの微細化を達成する上で有効な２００ｎｍ以下の露光
波長においては、膜厚を厚くしなくてもある程度の薄膜で所望の光学濃度（例えば２．５
以上であることが好ましい）を得ることができる。つまり、遮光膜に必要な遮光性能を有
しつつ、遮光膜の薄膜化を達成することが可能になる。
　また、遮光膜を、クロム（Ｃｒ）を基準としたときに窒素（Ｎ）が深さ方向に略均一に
含ませた構成とすることにより、パターン断面を良好、即ち垂直に立たせるためのエッチ
ングプロセスの設定が容易になる。尚、この構成は、後述の構成６と組み合わせた場合に
最適である。即ち、構成６にあるように、遮光膜がハーフトーン型位相シフター膜をパタ
ーニングする際のマスク層としての機能を持つ場合、遮光膜パターンをマスクにして形成
されるハーフトーン型位相シフター膜パターンの断面形状も良好となる。
【００１６】
　構成４にあるように、前記遮光膜は、更に酸素を含み、表面側から透光性基板側に向か
って酸素の含有量が減少していることにより、遮光膜の深さ方向（つまり遮光膜の表面側
から透光性基板側）に向かってドライエッチング速度を遅くさせるように制御することが
できる。これにより、グローバルローディング現象を低減させ、パターン精度を向上させ
ることができる。透光性基板側のドライエッチング速度が、表面側のドライエッチング速
度に近づくにつれ、パターン粗密によるCDバイアス差、即ち、グローバルローディングエ
ラーが大きくなる。そのため、透光性基板側のドライエッチング速度を、表面側のドライ
エッチング速度に対し適度に遅くすると、グローバルローディングエラーが低減し、パタ
ーン精度を向上させることができる。
【００１７】
　構成５にあるように、前記遮光膜はその上層部に酸素を含む反射防止層を形成すること
ができる。このような反射防止層を形成することにより、露光波長における反射率を低反
射率に抑えることができるので、マスクパターンを被転写体に転写するときに、投影露光
面との間での多重反射を抑制し、結像特性の低下を抑制することが出来る。また、フォト
マスクブランクやフォトマスクの欠陥検査に用いる波長（例えば２５７ｎｍ、３６４ｎｍ
、４８８ｎｍ等）に対する反射率を低く抑えることができるので、欠陥を検出する精度が
向上する。
【００１８】
　構成６にあるように、透光性基板と遮光膜との間に、ハーフトーン型位相シフター膜を
形成しても良い。
　その場合、遮光膜は、ハーフトーン型位相シフター膜との積層構造において、露光光に
対して所望の光学濃度（例えば２．５以上であることが好ましい）となるように設定され
ればよい。
【００１９】
 構成７にあるように、構成１乃至６の何れか一に記載のフォトマスクブランクにおける
遮光膜をドライエッチング処理を用いてパターニングする工程を有するフォトマスクの製
造方法によれば、ドライエッチング時間を短縮でき、断面形状の良好な遮光膜パターンが
精度良く形成されたフォトマスクを得ることができる。
　構成８にあるように、構成６に記載のフォトマスクブランクにおける前記遮光膜をドラ
イエッチングによりパターニングして遮光膜パターンを形成した後、該遮光膜パターンを
マスクにして、ドライエッチングにより前記ハーフトーン型位相シフター膜パターンを形
成するフォトマスクの製造方法によれば、断面形状の良好なハーフトーン型位相シフター
膜パターンが精度良く形成されたフォトマスクを得ることができる。
　構成９にあるように、構成７又は８に記載のフォトマスクにおける前記遮光膜パターン
又は前記ハーフトーン型位相シフター膜パターンをフォトリソグラフィー法により、半導
体基板上にパターンを転写するので、半導体基板上に形成される回路パターンに欠陥のな
い半導体装置を製造することができる。
【発明の効果】
【００２０】
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　本発明によれば、遮光膜のドライエッチング速度を高めることで、ドライエッチング時
間が短縮でき、レジスト膜の膜減りを低減することができる。その結果、レジスト膜の薄
膜化が可能となり、パターンの解像性、パターン精度（ＣＤ精度）を向上することができ
る。更に、ドライエッチング時間の短縮化により、断面形状の良好な遮光膜パターンが形
成できるフォトマスクブランク及びフォトマスクの製造方法を提供することができる。
【００２１】
　また、本発明によれば、遮光膜に必要な遮光性能を有しつつ、遮光膜の薄膜化により、
断面形状の良好な遮光膜のパターンが形成することができるフォトマスクブランク及びフ
ォトマスクの製造方法を提供することができる。
 さらに、本発明によれば、遮光膜の深さ方向でのドライエッチング速度を最適化させる
ことでグローバルローディング現象を低減でき、良好なパターン精度が得られるフォトマ
スクブランク及びフォトマスクの製造方法を提供することができる。
　またさらに、本発明のフォトマスクにおける遮光膜パターン又はハーフトーン型位相シ
フター膜パターンをフォトリソグラフィー法により、半導体基板上にパターン転写するこ
とにより、半導体基板上に形成される回路パターンに欠陥のない半導体装置を提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明により得られるフォトマスクブランクの一実施の形態を示す断面図である
。
【図２】フォトマスクブランクを用いたフォトマスクの製造工程を示す断面図である。
【図３】本発明の第二の実施の形態に係るフォトマスクブランク及びこのフォトマスクブ
ランクを用いたフォトマスクの製造工程を示す断面図である。
【図４】本発明により得られるハーフトーン型位相シフトマスクの断面図である。
【図５】実施例１の遮光膜のラザフォード後方散乱分析による結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　 以下、図面を参照して、本発明の実施の形態を詳述する。
　 図１は本発明により得られるフォトマスクブランクの第１の実施の形態を示す断面図
である。
　 図１のフォトマスクブランク１０は、透光性基板１上に遮光膜２を有するバイナリマ
スク用フォトマスクブランクの形態のものである。
　上記フォトマスクブランク１０は、前記遮光膜２上に形成されるレジストパターンをマ
スクにしてドライエッチング処理により、前記遮光膜２をパターニングするフォトマスク
の作製方法に対応するドライエッチング処理用のマスクブランクである。
　ここで、透光性基板１としては、ガラス基板が一般的である。ガラス基板は、平坦度及
び平滑度に優れるため、フォトマスクを使用して半導体基板上へのパターン転写を行う場
合、転写パターンの歪み等が生じないで高精度のパターン転写を行える。
【００２４】
　上記遮光膜２は、主にクロム（Ｃｒ）と窒素（Ｎ）とを含む材料からなり、かつ、Ｘ線
回折による回折ピークが実質的にＣｒＮ（２００）である。
　ここで、Ｘ線回折による回折ピークが実質的にＣｒＮ（２００）であるとは、前にも説
明したように、不純物等に由来する回折ピークを除く有意な回折ピークが１本であり、遮
光膜の組成に由来する回折ピークがＣｒＮ（２００）の結晶に対応する回折ピーク以外に
現れないことを意味する。
　このような主にクロム（Ｃｒ）と窒素（Ｎ）とを含む材料からなり、かつ、Ｘ線回折に
よる回折ピークが実質的にＣｒＮ（２００）であるような遮光膜は、クロム単体からなる
遮光膜よりもドライエッチング速度が速くなり、ドライエッチング時間の短縮化を図るこ
とができる。そして、ドライエッチング速度を速くできることで、遮光膜のパターニング
に必要なレジスト膜の膜厚を薄くすることができ、遮光膜のパターン精度（ＣＤ精度）が
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良好になる。
【００２５】
　また本発明において、上記遮光膜２は、クロム（Ｃｒ）を基準としたときに窒素（Ｎ）
が深さ方向に略均一に含まれていることが好ましい。遮光膜が、クロム（Ｃｒ）を基準と
したときに窒素（Ｎ）が深さ方向に略均一に含まれていることで、遮光膜の深さ方向に略
均一な組成のＣｒＮ（２００）が形成されており、Ｃｒ（１１０）成分は実質的に含まれ
ていない。したがって、クロム（Ｃｒ）を基準としたときに窒素（Ｎ）が深さ方向に略均
一に含まれている遮光膜は、本発明によるドライエッチング速度を速める効果がより一層
発揮され、更に、パターン断面を良好、即ち垂直に立たせるためのエッチングプロセス（
エッチング条件など）の設定が容易になる。
　ここで、具体的には、クロム（Ｃｒ）を基準としたときに窒素（Ｎ）が深さ方向に略均
一に含まれているとは、遮光膜の表面近傍と、透光性基板側の遮光膜界面を除く領域にお
いて、「クロム（Ｃｒ）を１としたときの窒素（Ｎ）の割合の平均値±０．０５」となる
状態をいう。好ましくは、クロム（Ｃｒ）を１としたときの窒素（Ｎ）の割合の平均値±
０．０２５、更に好ましくは、クロム（Ｃｒ）を１としたときの窒素（Ｎ）の割合の平均
値±０．０１とすることが好ましい。
【００２６】
　上記遮光膜２は、その上に形成されるレジストパターンをマスクにしてドライエッチン
グによってパターニングする際にレジスト膜の膜減りが起こっても、遮光膜のパターニン
グ終了時点でレジスト膜が残存するように、ドライエッチング処理において、レジストと
の選択比が１を超える材料とすることができる。選択比は、ドライエッチング処理に対す
るレジストの膜減り量と遮光膜の膜減り量の比（＝遮光膜の膜減り量／レジストの膜減り
量）で表される。好ましくは、遮光膜パターンの断面形状の悪化防止や、グローバルロー
ディング現象を抑える点から、遮光膜は、レジストとの選択比が１を超え１０以下、更に
好ましくは、１を超え５以下とすることが望ましい。
【００２７】
　また、このようなクロムと窒素とを含むクロム系材料の遮光膜は、パターンの微細化を
達成する上で有効な２００ｎｍ以下の露光波長においては、膜厚を厚くしなくてもある程
度の薄膜で所望の光学濃度（例えば２．５以上であることが好ましい）を得ることができ
る。つまり、遮光膜に必要な遮光性能を有しつつ、遮光膜の薄膜化を達成することが可能
になる。
【００２８】
　 上記遮光膜２中の窒素の含有量としては、１５～８０原子％の範囲が好適である。窒
素の含有量が１５原子％未満であると、クロム単体よりもドライエッチング速度が速くな
る効果が得られ難い。また、窒素の含有量が８０原子％を超えると、波長２００ｎｍ以下
の例えばＡｒＦエキシマレーザー（波長１９３ｎｍ）においての吸収係数が小さくなるた
め、所望の光学濃度（例えば２．５以上）を得るためには膜厚を厚くする必要が生じてし
まう。
【００２９】
　本発明において、上記遮光膜２は、更に酸素を含むことができる。その場合、表面側か
ら透光性基板側に向かって酸素の含有量が減少していることが好ましい。遮光膜の表面側
から透光性基板側に向かって酸素の含有量が減少していることにより、遮光膜の深さ方向
（つまり遮光膜の表面側から透光性基板側）に向かってドライエッチング速度を遅くさせ
るように制御することができる。これにより、グローバルローディング現象を低減させ、
パターン精度を向上させることができる。透光性基板側のドライエッチング速度が、表面
側のドライエッチング速度に近づくにつれ、パターン粗密によるCDバイアス差、即ち、グ
ローバルローディングエラーが大きくなる。そのため、透光性基板側のドライエッチング
速度を、表面側のドライエッチング速度に対し適度に遅くすると、グローバルローディン
グエラーが低減し、パターン精度を向上させることができる。
【００３０】
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　遮光膜２中に酸素を含む場合の酸素の含有量は、５～８０原子％の範囲が好適である。
酸素の含有量が５原子％未満であると、遮光膜の深さ方向に向かってドライエッチング速
度を遅くさせるように制御する効果が得られ難い。一方、酸素の含有量が８０原子％を超
えると、波長２００ｎｍ以下の例えばＡｒＦエキシマレーザー（波長１９３ｎｍ）におい
ての吸収係数が小さくなるため、所望の光学濃度（例えば２．５以上）を得るためには膜
厚を厚くする必要が生じてしまう。また、好ましい遮光膜２中の酸素の含有量は特に１０
～５０原子％の範囲とするのが好ましい。
【００３１】
 また、遮光膜２中に窒素と酸素の両方を含んでもよい。その場合の含有量は、窒素と酸
素の合計が１０～８０原子％の範囲とするのが好適である。また、遮光膜２中に窒素と酸
素の両方を含む場合の窒素と酸素の含有比は、特に制約はされず、吸収係数等の兼ね合い
で適宜決定される。
　また、遮光膜２中に炭素を含むことができる。遮光膜２中に炭素を含む場合、炭素の含
有量は、１～２０原子％の範囲が好適である。炭素は導電性を高める効果、反射率を低減
させる効果がある。しかし、遮光膜中に炭素が含まれていると、ドライエッチング速度が
低下し、遮光膜をドライエッチングによりパターニングする際に要するドライエッチング
時間が長くなり、レジスト膜を薄膜化することが困難となる。以上の点から、炭素の含有
量は、１～２０原子％が好ましく、さらに好ましくは、３～１５原子％が望ましい。
【００３２】
 上記遮光膜２の形成方法は、特に制約する必要はないが、なかでもスパッタリング成膜
法が好ましく挙げられる。スパッタリング成膜法によると、均一で膜厚の一定な膜を形成
することが出来るので、本発明には好適である。透光性基板１上に、スパッタリング成膜
法によって上記遮光膜２を成膜する場合、スパッタターゲットとしてクロム（Ｃｒ）ター
ゲットを用い、チャンバー内に導入するスパッタガスは、アルゴンガスやヘリウムガスな
どの不活性ガスに酸素、窒素もしくは二酸化炭素、一酸化窒素等のガスを混合したものを
用いる。アルゴンガス等の不活性ガスに窒素ガスを混合したスパッタガスを用いると、ク
ロムと窒素を含む遮光膜を形成することができる。また、アルゴンガス等の不活性ガスに
酸素ガス或いは二酸化炭素ガスを混合したスパッタガスを用いると、クロムに酸素を含む
遮光膜を形成することができ、またアルゴンガス等の不活性ガスに一酸化窒素ガスを混合
したスパッタガスを用いると、クロムに窒素と酸素を含む遮光膜を形成することができる
。また、アルゴンガス等の不活性ガスにメタンガスを混合したスパッタガスを用いると、
クロムに炭素を含む遮光膜を形成することができる。
　本発明においては、遮光膜を構成する全ての層において、成膜する際、窒素を含む雰囲
気中でスパッタリング成膜する。
【００３３】
 上記遮光膜２の膜厚は、露光光に対して光学濃度が２．５以上となるように設定される
。具体的には、上記遮光膜２の膜厚は、９０ｎｍ以下であることが好ましい。その理由は
、近年におけるサブミクロンレベルのパターンサイズへのパターンの微細化に対応するた
めには、膜厚が９０ｎｍを超えると、ドライエッチング時のパターンのマイクロローディ
ング現象等によって、微細パターンの形成が困難となる場合が考えられるためである。膜
厚をある程度薄くすることによって、パターンのアスペクト比（パターン幅に対するパタ
ーン深さの比）の低減を図ることができ、グローバルローディング現象及びマイクロロー
ディング現象による線幅エラーを低減することができる。さらに、膜厚をある程度薄くす
ることによって、特にサブミクロンレベルのパターンサイズのパターンに対し、パターン
へのダメージ（倒壊等）を防止することが可能になる。本発明における遮光膜２は、２０
０ｎｍ以下の露光波長においては、膜厚を９０ｎｍ以下の薄膜としても所望の光学濃度（
例えば２．５以上）を得ることができる。遮光膜２の膜厚の下限については、所望の光学
濃度が得られる限りにおいては薄くすることができる。
【００３４】
 また、上記遮光膜２は、単層であることに限られず、多層でもよいが、何れの膜にも少
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なくとも窒素を含むことが好ましい。遮光膜２は、表層部（上層部）に例えば酸素を含む
反射防止層を含むものであってもよい。その場合、反射防止層としては、例えばＣｒＯ，
ＣｒＣＯ，ＣｒＮＯ，ＣｒＣＯＮ等の材質が好ましく挙げられる。反射防止層を設けるこ
とによって、露光波長における反射率を例えば２０％以下、好ましくは１５％以下に抑え
ることができるので、マスクパターンを被転写体に転写するときに、投影露光面との間で
の多重反射を抑制し、結像特性の低下を抑制することができる。さらに、フォトマスクブ
ランクやフォトマスクの欠陥検査に用いる波長（例えば２５７ｎｍ、３６４ｎｍ、４８８
ｎｍ等）に対する反射率を例えば３０％以下とすることが、欠陥を高精度で検出する上で
望ましい。特に、反射防止層として炭素を含む膜とすることにより、露光波長に対する反
射率を低減させ、且つ、上記検査波長（特に２５７ｎｍ）に対する反射率が２０％以下と
することができるので望ましい。具体的には、炭素の含有量は、５～２０原子％とするこ
とが好ましい。炭素の含有量が５原子％未満の場合、反射率を低減させる効果が小さくな
り、また、炭素の含有量が２０原子％超の場合、ドライエッチング速度が低下し、遮光膜
をドライエッチングによりパターニングする際に要するドライエッチング時間が長くなり
、レジスト膜を薄膜化することが困難となるので好ましくない。
なお、反射防止層は必要に応じて透光性基板側にも設けてもよい。
【００３５】
　また、上記遮光膜２は、クロムと、窒素、酸素、炭素等の元素の含有量が深さ方向で異
なり、表層部の反射防止層と、それ以外の層（遮光層）で段階的、又は連続的に組成傾斜
した組成傾斜膜としても良い。このような遮光膜を組成傾斜膜とするためには、例えば前
述のスパッタリング成膜時のスパッタガスの種類（組成）を成膜中に適宜切替える方法が
好適である。
【００３６】
　また、フォトマスクブランクとしては、後述する図２（ａ）にあるように、上記遮光膜
２の上に、レジスト膜３を形成した形態であっても構わない。レジスト膜３の膜厚は、遮
光膜のパターン精度（ＣＤ精度）を良好にするためには、できるだけ薄い方が好ましい。
本実施の形態のような所謂バイナリマスク用フォトマスクブランクの場合、具体的には、
レジスト膜３の膜厚は、３００ｎｍ以下が好ましい。さらに好ましくは、２００ｎｍ以下
、さらに好ましくは１５０ｎｍ以下とすることが望ましい。レジスト膜の膜厚の下限は、
レジストパターンをマスクにして遮光膜をドライエッチングしたときに、レジスト膜が残
存するように設定される。また、高い解像度を得るために、レジスト膜３の材料はレジス
ト感度の高い化学増幅型レジストが好ましい。
【００３７】
 次に、図１に示すフォトマスクブランク１０を用いたフォトマスクの製造方法を説明す
る。
 このフォトマスクブランク１０を用いたフォトマスクの製造方法は、フォトマスクブラ
ンク１０の遮光膜２を、ドライエッチングを用いてパターニングする工程を有し、具体的
には、フォトマスクブランク１０上に形成されたレジスト膜に対し、所望のパターン露光
（パターン描画）を施す工程と、所望のパターン露光に従って前記レジスト膜を現像して
レジストパターンを形成する工程と、レジストパターンに沿って前記遮光膜をエッチング
する工程と、残存したレジストパターンを剥離除去する工程とを有する。
【００３８】
　 図２は、フォトマスクブランク１０を用いたフォトマスクの製造工程を順に示す断面
図である。
 図２（ａ）は、図１のフォトマスクブランク１０の遮光膜２上にレジスト膜３を形成し
た状態を示している。尚、レジスト材料としては、ポジ型レジスト材料でも、ネガ型レジ
スト材料でも用いることができる。
 次に、図２（ｂ）は、フォトマスクブランク１０上に形成されたレジスト膜３に対し、
所望のパターン露光（パターン描画）を施す工程を示す。パターン露光は、電子線描画装
置などを用いて行われる。上述のレジスト材料は、電子線又はレーザーに対応する感光性
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を有するものが使用される。
 次に、図２（ｃ）は、所望のパターン露光に従ってレジスト膜３を現像してレジストパ
ターン３ａを形成する工程を示す。該工程では、フォトマスクブランク１０上に形成した
レジスト膜３に対し所望のパターン露光を施した後に現像液を供給して、現像液に可溶な
レジスト膜の部位を溶解し、レジストパターン３ａを形成する。
【００３９】
 次いで、図２（ｄ）は、上記レジストパターン３ａに沿って遮光膜２をエッチングする
工程を示す。本発明のフォトマスクブランクはドライエッチングに好適であるため、エッ
チングはドライエッチングを用いることが好適である。該エッチング工程では、上記レジ
ストパターン３ａをマスクとして、ドライエッチングによって、レジストパターン３ａの
形成されていない遮光膜２が露出した部位を除去し、これにより所望の遮光膜パターン２
ａ（マスクパターン）を透光性基板１上に形成する。
 このドライエッチングには、塩素系ガス、又は、塩素系ガスと酸素ガスとを含む混合ガ
スからなるドライエッチングガスを用いることが本発明にとって好適である。本発明にお
ける主にクロムと窒素とを含む材料からなる遮光膜２に対しては、上記のドライエッチン
グガスを用いてドライエッチングを行うことにより、ドライエッチング速度を高めること
ができ、ドライエッチング時間の短縮化を図ることができ、断面形状の良好な遮光膜パタ
ーンを形成することができる。ドライエッチングガスに用いる塩素系ガスとしては、例え
ば、Ｃｌ２，ＳｉＣｌ４，ＨＣｌ、ＣＣｌ４、ＣＨＣｌ３等が挙げられる。
【００４０】
 尚、クロムと窒素の他に更に酸素を含む材料からなる遮光膜の場合、遮光膜中の酸素と
クロムと塩素系ガスとの反応により塩化クロミルが生成されるため、ドライエッチングに
塩素系ガスと酸素ガスの混合ガスからなるドライエッチングガスを用いる場合、遮光膜に
含まれる酸素の含有量に応じ、ドライエッチングガス中の酸素の含有量を低減させること
ができる。このように酸素の量を低減させたドライエッチングガスを用いてドライエッチ
ングを行うことにより、レジストパターンに悪影響を与える酸素の量を低減することがで
き、ドライエッチング時のレジストパターンへのダメージを防止できるため、遮光膜のパ
ターン精度の向上したフォトマスクが得られる。なお、遮光膜に含まれる酸素の含有量に
よっては、ドライエッチングガス中の酸素の量をゼロとした酸素を含まないドライエッチ
ングガスを用いることも可能である。
【００４１】
 図２（ｅ）は、残存したレジストパターン３ａを剥離除去することにより得られたフォ
トマスク２０を示す。こうして、断面形状の良好な遮光膜パターンが精度良く形成された
フォトマスクが出来上がる。
 尚、本発明は以上説明した実施の形態には限定されない。即ち、透光性基板上に遮光膜
を形成した、所謂バイナリマスク用フォトマスクブランクに限らず、例えば、ハーフトー
ン型位相シフトマスクの製造に用いるためのフォトマスクブランクであってもよい。この
場合、後述する第２の実施の形態に示すように、透光性基板上のハーフトーン位相シフタ
ー膜上に遮光膜が形成される構造となり、ハーフトーン位相シフター膜と遮光膜とを合わ
せて所望の光学濃度（例えば２．５以上）が得られればよいため、遮光膜自体の光学濃度
は例えば２．５よりも小さい値とすることもできる。
【００４２】
　次に、図３（ａ）を用いて本発明のフォトマスクブランクの第２の実施の形態を説明す
る。
　図３（ａ）のフォトマスクブランク３０は、透光性基板１上に、ハーフトーン型位相シ
フター膜４とその上の遮光層５と反射防止層６とからなる遮光膜２を有する形態のもので
ある。透光性基板１、遮光膜２については、上記第１の実施の形態で説明したので省略す
る。
　上記ハーフトーン型位相シフター膜４は、実質的に露光に寄与しない強度の光（例えば
、露光波長に対して１％～４０％）を透過させるものであって、所定の位相差を有するも
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のである。このハーフトーン型位相シフター膜４は、該ハーフトーン型位相シフター膜４
をパターニングした光半透過部と、ハーフトーン型位相シフター膜４が形成されていない
実質的に露光に寄与する強度の光を透過させる光透過部とによって、光半透過部を透過し
て光の位相が光透過部を透過した光の位相に対して実質的に反転した関係になるようにす
ることによって、光半透過部と光透過部との境界部近傍を通過し回折現象によって互いに
相手の領域に回りこんだ光が互いに打ち消しあうようにし、境界部における光強度をほぼ
ゼロとし境界部のコントラスト即ち解像度を向上させるものである。
【００４３】
　このハーフトーン型位相シフター膜４は、その上に形成される遮光膜２とエッチング特
性が異なる材料とすることが好ましい。例えば、ハーフトーン型位相シフター膜４として
は、モリブデン、タングステン、タンタル、ハフニウムなどの金属、シリコン、酸素及び
／又は窒素を主たる構成要素とする材料が挙げられる。また、ハーフトーン型位相シフタ
ー膜４は、単層でも複数層であっても構わない。
　この第２の実施の形態における上記遮光膜２は、ハーフトーン型位相シフト膜と遮光膜
とを合わせた積層構造において、露光光に対して光学濃度が２．５以上となるように設定
する。そのように設定される遮光膜２の膜厚は、５０ｎｍ以下であることが好ましい。そ
の理由は、上記第１の実施の形態と同様であって、ドライエッチング時のパターンのマイ
クロローディング現象等によって、微細パターンの形成が困難となる場合が考えられるか
らである。遮光膜の膜厚を５０ｎｍ以下とすることにより、ドライエッチング時のグロー
バルローディング現象及びマイクロローディング現象による線幅エラーを更に低減するこ
とができる。また、本実施の形態において、上記反射防止層６上に形成するレジスト膜の
膜厚は、２５０ｎｍ以下が好ましい。さらに好ましくは、２００ｎｍ以下、さらに好まし
くは１５０ｎｍ以下とすることが望ましい。レジスト膜の膜厚の下限は、レジストパター
ンをマスクにして遮光膜をドライエッチングしたときに、レジスト膜が残存するように設
定される。また、前述の実施の形態の場合と同様、高い解像度を得るために、レジスト膜
の材料はレジスト感度の高い化学増幅型レジストが好ましい。
【実施例】
【００４４】
 以下、実施例により、本発明の実施の形態を更に具体的に説明する。併せて、実施例に
対する比較例についても説明する。
（実施例１）
　本実施例のフォトマスクブランクは、透光性基板１上に遮光層と反射防止層とからなる
遮光膜２からなる。
　このフォトマスクブランクは、次のような方法で製造することができる。
　スパッタリング装置を用いて、スパッタターゲットにクロムターゲットを使用し、アル
ゴンガスと窒素ガスとヘリウムガスの混合ガス（Ａｒ：３０体積％、Ｎ２：３０体積％、
Ｈｅ：４０体積％）雰囲気中で反応性スパッタリングを行って透光性基板１上に遮光層を
形成し、その後、アルゴンガスと窒素ガスとメタンガスとヘリウムガスの混合ガス（Ａｒ
：５４体積％、Ｎ２：１０体積％、ＣＨ４：６体積％、Ｈｅ：３０体積％）雰囲気中で反
応性スパッタリングを行い、引き続き、アルゴンガスと一酸化窒素ガスの混合ガス（Ａｒ
：９０体積％、ＮＯ：１０体積％）雰囲気中で反応性スパッタリングを行うことによって
、反射防止層を形成し、合成石英ガラスからなる透光性基板１上に遮光膜２を形成した。
尚、上記遮光層成膜時のスパッタリング装置のパワーは１．１６ｋＷ、全ガス圧は０．１
７パスカル（Ｐａ）、反射防止層成膜時のスパッタリング装置のパワーは０．３３ｋＷ、
全ガス圧は０．２８パスカル（Ｐａ）の条件で遮光膜を形成した。遮光膜の膜厚は、６７
ｎｍであった。遮光膜について、ラザフォード後方散乱分析法により組成分析を行った結
果、窒素（Ｎ）は３３．０原子％、酸素（Ｏ）は１２．３原子％、水素（Ｈ）は５．９原
子％が含まれているクロム（Ｃｒ）膜であった。また、オージエ電子分光法により組成分
析を行った結果、上記遮光膜中には炭素（Ｃ）が８．０原子％含まれていた。
【００４５】
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　図５は本実施例の遮光膜のラザフォード後方散乱分析による遮光膜の深さ方向の組成分
析結果を示す図である。但し、図５の縦軸は、クロムを１としたときの各元素の組成比で
示している。
　この結果によると、遮光膜のうち遮光層は、クロム、窒素及び反射防止層の形成に用い
た酸素、炭素が若干購入した組成傾斜膜となった。また反射防止層は、クロム、窒素、及
び酸素、並びに、炭素が若干購入した組成傾斜膜となった。なお、遮光膜中の酸素は表面
側の反射防止層中の含有量が高く、全体としては深さ方向に向かって含有量が減少してい
る。また、遮光膜中の水素については、表面側の反射防止層中の含有量が高く、全体とし
ては遮光膜の深さ方向に向かって水素の含有量が略減少している。そして、特に特徴的な
点は、クロムを基準としたときに窒素が遮光膜の深さ方向に均一に含まれていることであ
る。
　また、本実施例の遮光膜をＸ線回折による分析を行ったところ、回折角度２θが44.081
ｄｅｇの位置に１本の回折ピークが検出され、本実施例の遮光膜がＣｒＮ（２００）を主
体とする膜であることが判明した。
　この遮光膜の光学濃度は、３．０であった。また、この遮光膜の露光波長１９３ｎｍに
おける反射率は１４．８％と低く抑えることができた。さらに、フォトマスクの欠陥検査
波長である２５７ｎｍ又は３６４ｎｍに対しては、それぞれ１９．９％、１９．７％とな
り、検査する上でも問題とならない反射率であった。
【００４６】
　次に、前記フォトマスクブランク上に、化学増幅型レジストである電子線描画用レジス
ト膜（富士フィルムエレクトロニクスマテリアルズ社製：ＦＥＰ１７１）を形成した。レ
ジスト膜の形成は、スピンナー（回転塗布装置）を用いて、回転塗布した。尚、上記レジ
スト膜を塗布後、加熱乾燥装置を用いて所定の加熱乾燥処理を行った。
　次にフォトマスクブランク上に形成されたレジスト膜に対し、電子線描画装置を用いて
所望のパターン描画（８０ｎｍのラインアンドスペースパターン）を行った後、所定の現
像液で現像してレジストパターンを形成した。
　次に、上記レジストパターンに沿って、遮光層と反射防止層とからなる遮光膜２のドラ
イエッチング処理を行って遮光膜パターン２ａを形成した。ドライエッチングガスとして
、塩素（Ｃｌ２）ガスと酸素（Ｏ２）ガスの混合ガス（Ｃｌ２：Ｏ２＝４：１）を用いた
。このとき、遮光膜全体のエッチング速度は、３．８Å／秒であった。遮光膜の深さ方向
におけるエッチング速度は、遮光膜の表面側のエッチング速度が速く、透光性基板側が遅
い傾向であった。
【００４７】
　本実施例では、遮光膜２が主にクロムと窒素とを含む材料からなり、かつ、ＣｒＮ（２
００）を主体とする膜であることにより、遮光膜２全体のエッチング速度を速めることが
できた。また、遮光膜２における反射防止層に主に酸素を多く含め、かつ深さ方向に向か
って酸素の含有量が減少するようにして、遮光膜の深さ方向に向かってドライエッチング
速度を適度に遅くすることで、グローバルローディングエラーは実用上許容できる数値に
収まった。このように、遮光膜２は膜厚が薄い上にエッチング速度が速く、エッチング時
間も速いことから、遮光膜パターン２ａの断面形状も垂直形状となり良好となった。また
、遮光膜パターン２ａ上にはレジスト膜が残存していた。
　最後に残存するレジストパターンを剥離して、フォトマスクを得た。その結果、透光性
基板上に８０ｎｍのラインアンドスペースの遮光膜パターンが形成されたフォトマスクを
作製することができた。
【００４８】
（実施例２）
 図３は、本実施例に係るフォトマスクブランク及びこのフォトマスクブランクを用いた
フォトマスクの製造工程を示す断面図である。本実施例のフォトマスクブランク３０は、
同図（ａ）に示すように、透光性基板１上に、ハーフトーン型位相シフター膜４とその上
の遮光層５と反射防止層６とからなる遮光膜２からなる。
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 このフォトマスクブランク３０は、次のような方法で製造することができる。
 合成石英ガラスからなる透光性基板上に、枚葉式スパッタ装置を用いて、スパッタター
ゲットにモリブデン（Ｍｏ）とシリコン（Ｓｉ）との混合ターゲット（Ｍｏ：Ｓｉ＝８：
９２ｍｏｌ％）を用い、アルゴン（Ａｒ）と窒素（Ｎ２）との混合ガス雰囲気（Ａｒ：Ｎ

２＝１０体積％：９０体積％）で、反応性スパッタリング（ＤＣスパッタリング）により
、モリブデン、シリコン、及び窒素を主たる構成要素とする単層で構成されたＡｒＦエキ
シマレーザー（波長１９３ｎｍ）用ハーフトーン型位相シフター膜を膜厚６９ｎｍに形成
した。尚、このハーフトーン型位相シフター膜は、ＡｒＦエキシマレーザー（波長１９３
ｎｍ）でおいて、透過率は５．５％、位相シフト量が略１８０°となっている。
【００４９】
　次に、上記ハーフトーン型位相シフター膜上に、実施例１と同様にして総膜厚が４８ｎ
ｍの遮光層及び反射防止層からなる遮光膜を形成した。
　次に、前記フォトマスクブランク３０上に、化学増幅型レジストである電子線描画用レ
ジスト膜（富士フィルムエレクトロニクスマテリアルズ社製：ＦＥＰ１７１、膜厚：２０
０ｎｍ）を形成した。レジスト膜の形成は、スピンナー（回転塗布装置）を用いて、回転
塗布した。尚、上記レジスト膜を塗布後、加熱乾燥装置を用いて所定の加熱乾燥処理を行
った。
　次に、前記フォトマスクブランク３０上に形成されたレジスト膜に対し、電子線描画装
置を用いて、所望のパターン描画（７０ｎｍのラインアンドスペースパターン）を行った
後、所定の現像液で現像してレジストパターン７を形成した（図３（ｂ）参照）。
　次に、上記レジストパターン７に沿って、遮光層５と反射防止層６とからなる遮光膜２
のドライエッチングを行って遮光膜パターン２ａを形成した（同図（ｃ）参照）。
【００５０】
 次に、上述の遮光膜パターン２ａ及びレジストパターン７をマスクに、ハーフトーン型
位相シフター膜４のエッチングを行ってハーフトーン型位相シフター膜パターン４ａを形
成した（同図（ｄ）参照）。このハーフトーン型位相シフター膜４のエッチングにおいて
は、前記遮光膜パターン２ａの断面形状が影響するため、遮光膜パターン２ａの断面形状
が良好であるために、ハーフトーン型位相シフター膜パターン４ａの断面形状も良好とな
った。
 次に、残存するレジストパターン７を剥離後、再度レジスト膜８を塗布し、転写領域内
の不要な遮光膜パターンを除去するためのパターン露光を行った後、該レジスト膜８を現
像してレジストパターン８ａを形成した（同図（ｅ）、（ｆ）参照）。次いで、ウェット
エッチングを用いて不要な遮光膜パターンを除去し、残存するレジストパターンを剥離し
て、フォトマスク４０を得た（同図（ｇ）参照）。
　その結果、透光性基板上に、７０ｎｍのラインアンドスペースのハーフトーン型位相シ
フター膜パターンが形成されたフォトマスクを作製することが出来た。また、グローバル
ローディングエラーは実用上許容できる数値に収まった。
【００５１】
 尚、図３（ｇ）に示す例は、転写領域（マスクパターン形成領域）以外の領域である周
辺領域において、位相シフター膜上に遮光膜を形成したものである。この遮光膜は、この
周辺領域を露光光が通過できないようにするものである。すなわち、位相シフトマスクは
、縮小投影露光装置（ステッパー）のマスクとして用いられるが、この縮小投影露光装置
を用いてパターン転写を行うときは、該露光装置に備えられた被覆部材（アパーチャー）
によって位相シフトマスクの転写領域のみを露出させるように周縁領域を被覆して露光を
行う。しかしながら、この被覆部材を、精度良く転写領域のみを露出させるように設置す
ることは難しく、多くの場合、露出部が転写領域の外周周辺の非転写領域にはみ出てしま
う。通常、マスクの非転写領域にはこのはみ出してきた露光光を遮断するために遮光膜が
設けられる。ハーフトーン型位相シフトマスクの場合は、位相シフター膜が遮光機能を有
しているが、この位相シフター膜は露光光を完全に遮断するものではなく、１回の露光に
よっては実質的に露光に寄与できない程度の僅かな量ではあるが露光光を通過させる。そ
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れゆえ、繰り返しのステップ時にこのはみ出しによって位相シフター膜を通過した露光光
がすでにパターン露光がなされた領域に達して重複露光がされたり、或いは他のショット
の際に同様にはみ出しによる僅かな露光がなされた部分に重ねて露光する場合が生じる。
この重複露光によって、それらが加算されて露光に寄与する量に達して、欠陥が発生する
場合があった。マスクパターン形成領域以外の領域である周辺領域において位相シフター
膜上に形成された上記遮光膜はこの問題を解消するものである。また、マスクの周辺領域
に識別用の符号等を付す場合に、遮光膜があると、付された符号等を認識し易くなる。
【００５２】
（実施例３）
　実施例１と同じ合成石英ガラスからなる透光性基板上に、枚葉式スパッタ装置を用いて
、スパッタターゲットにタンタル（Ｔａ）とハフニウム（Ｈｆ）との混合ターゲット（Ｔ
ａ：Ｈｆ＝９０：１０ａｔ％）を用い、アルゴン（Ａｒ）ガス雰囲気中で、ＤＣマグネト
ロンスパッタリングにより、膜厚７５ÅのＴａＨｆ膜を形成し、次に、Ｓｉターゲットを
用い、アルゴンと酸素と窒素の混合ガス雰囲気中で、反応性スパッタリングにより、膜厚
７４０ÅのＳｉＯＮ膜（Ｓｉ：Ｏ：Ｎ＝４０：２７：３３ａｔ％）を形成した。つまり、
ＴａＨｆ膜を下層とし、ＳｉＯＮ膜を上層とする二層で構成されたＡｒＦエキシマレーザ
ー（波長１９３ｎｍ）用ハーフトーン型位相シフター膜を形成した。尚、このハーフトー
ン型位相シフター膜は、ＡｒＦエキシマレーザー（波長１９３ｎｍ）でおいて、透過率は
１５．０％と高透過率を有し、位相シフト量が略１８０°となっている。
【００５３】
　次に、上記ハーフトーン型位相シフター膜上に、実施例２と全く同様にして総膜厚が４
８ｎｍの遮光層及び反射防止層からなる遮光膜を形成した。
　このようにして得られたハーフトーン型位相シフトマスク用のフォトマスクブランクを
用いて、実施例２と同様に、ハーフトーン型位相シフトマスクを作製した。但し、本実施
例では、図４に示すように、転写領域内の遮光膜パターンを除去せずに、マスクパターン
における光透過部（マスクパターンが形成されておらず透明基板が露出している部分）と
の境界部を除く部分に遮光膜を形成させておいた。
　その結果、透光性基板上に、７０ｎｍのラインアンドスペースのハーフトーン型位相シ
フター膜パターンが形成されたフォトマスクを作製することが出来た。また、グローバル
ローディングエラーは実用上許容できる数値に収まった。
【００５４】
　図４に示すハーフトーン型位相シフトマスクは、位相シフター膜のマスクパターンが形
成されている領域にあって、マスクパターンにおける光透過部（マスクパターンが形成さ
れておらず透明基板が露出している部分）との境界部を除く部分に遮光膜を形成させてお
くことによって、本来は完全に遮光されることが望ましい部分の遮光をより完全にするよ
うにしたものである。すなわち、マスクパターンが形成されている領域内にあっては、マ
スクパターンである位相シフター膜に本来要求される機能は、光透過部との境界部のみで
位相をシフトさせた光を通過させればよく、他の大部分（上記境界部を除く部分）は、む
しろ完全に遮光することが望ましいからである。本実施例のように、露光光に対する透過
率が高い位相シフター膜を備える場合には、本実施例のフォトマスクの形態は特に好適で
ある。
【００５５】
（実施例４）
　実施例２におけるハーフトーン型位相シフター膜４上に形成する遮光膜２を、以下の条
件にてスパッタ成膜した以外は実施例２と同様にしてフォトマスクブランク及びフォトマ
スクを作製した。ハーフトーン型位相シフター膜上の遮光膜は、スパッタリング装置を用
いて、スパッタターゲットにクロムターゲットを使用し、アルゴンガスと窒素ガスとヘリ
ウムガスの混合ガス（Ａｒ：１５体積％、Ｎ２：３０体積％、Ｈｅ：５５体積％）雰囲気
中で反応性スパッタリングを行って遮光層を形成した後、アルゴンガスと窒素ガスとメタ
ンガスとヘリウムガスの混合ガス（Ａｒ：５４体積％、Ｎ２：１０体積％、ＣＨ４：６体
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積％、Ｈｅ：３０体積）雰囲気中で反応性スパッタリングを行い、引き続き、アルゴンガ
スと一酸化窒素ガスの混合ガス（Ａｒ：９０体積％、ＮＯ：１０体積％）雰囲気中で反応
性スパッタリングを行うことによって、反射防止層を形成し、遮光膜とした。尚、遮光層
及び、反射防止層成膜時のスパッタリング装置のパワー、全ガス圧は、実施例１と同様の
条件で行い、遮光膜の膜厚は、４８ｎｍとした。
【００５６】
　本実施例の遮光膜をラザフォード後方散乱分析による遮光膜の深さ方向の組成分析を行
ったところ、クロムを基準（即ち、１）としたときの窒素は、遮光膜の深さ方向に均一に
含まれていることを確認した。
　また、本実施例の遮光膜をＸ線回折による分析を行ったところ、回折ピーク強度が弱く
結晶性もあまり高くない膜であった。
　このようにして得られたハーフトーン型位相シフトマスク用のフォトマスクブランクを
用いて、実施例２と同様に、ハーフトーン型位相シフトマスクを作製した。
　その結果、透光性基板上に、７０ｎｍのラインアンドスペースのハーフトーン型位相シ
フター膜パターンが形成されたフォトマスクを作製することが出来た。また、グローバル
ローディングエラーは実用上許容できる数値に収まった。
【００５７】
（比較例）
　スパッタリングターゲットにクロムターゲットを使用し、アルゴンガスと窒素ガスの混
合ガス（Ａｒ：７０体積％、Ｎ２：３０体積％）雰囲気中で反応性スパッタリングを行っ
て透光性基板１上に遮光層を形成し、その後、アルゴンガスとメタンガスの混合ガス（Ａ
ｒ：９０体積％、ＣＨ４：１０体積％）雰囲気中で反応性スパッタリングを行い、引き続
き、アルゴンガスと一酸化窒素ガスの混合ガス（Ａｒ：９０体積％、ＮＯ：１０体積％）
雰囲気中で反応性スパッタリングを行うことによって、反射防止層を形成し、合成石英ガ
ラスからなる透光性基板１上に遮光膜２を形成した。尚、上記遮光層成膜時のスパッタリ
ング装置のパワーは０．３３ｋＷ、全ガス圧は０．２８パスカル（Ｐａ）、反射防止層成
膜時のスパッタリング装置のパワーは０．３３ｋＷ、全ガス圧は０．２８パスカル（Ｐａ
）の条件で遮光膜を形成した。遮光膜の膜厚は、７０ｎｍであった。
　本比較例の遮光膜をＸ線回折による分析を行ったところ、回折角度２θが43.993ｄｅｇ
と45.273ｄｅｇの２本の回折ピークが検出され、本比較例の遮光膜がＣｒＮ（２００）と
Ｃｒ（１１０）の混在する膜であることが判明した。
　また、本比較例の遮光膜のラザフォード後方散乱分析による遮光膜の深さ方向の組成分
析結果を行なったところ、クロムを基準としたときに窒素が遮光膜の深さ方向に均一には
含まれておらず、とくに遮光層では深さ方向に窒素が減少していることがわかった。
【００５８】
　次に、前記フォトマスクブランク上に、化学増幅型レジストである電子線描画用レジス
ト膜（富士フィルムエレクトロニクスマテリアルズ社製：ＦＥＰ１７１）を形成した。レ
ジスト膜の形成は、スピンナー（回転塗布装置）を用いて、回転塗布した。尚、上記レジ
スト膜を塗布後、加熱乾燥装置を用いて所定の加熱乾燥処理を行った。
　次にフォトマスクブランク上に形成されたレジスト膜に対し、電子線描画装置を用いて
所望のパターン描画（８０ｎｍのラインアンドスペースパターン）を行った後、所定の現
像液で現像してレジストパターンを形成した。
【００５９】
　次に、上記レジストパターンに沿って、遮光層と反射防止層とからなる遮光膜２のドラ
イエッチング処理を行って遮光膜パターン２ａを形成した。ドライエッチングガスとして
、塩素（Ｃｌ２）ガスと酸素（Ｏ２）ガスの混合ガス（Ｃｌ２：Ｏ２＝４：１）を用いた
。このとき、遮光膜全体のエッチング速度は、２．４Å／秒であった。遮光膜の深さ方向
におけるエッチング速度は、遮光膜の表面側と透光性基板側とでは同一であった。
　本比較例では、遮光膜２におけるドライエッチング速度が遅いために、遮光膜２のドラ
イエッチング時間が長くなり、断面形状の良好な遮光膜パターンが得られなかった。また
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たため、良好な解像性、パターン精度が得られなかった。また、遮光膜の深さ方向に向か
ってドライエッチング速度が略一定となったため、グローバルローディングエラーが大き
くなり、グローバルローディングエラーは実用上許容できる数値に収まらなかった。
【００６０】
（半導体装置の製造方法）
　実施例１～４によって得られたフォトマスクを露光装置にセットし、半導体基板上のレ
ジスト膜にパターン転写を行って、半導体装置を作製したところ、半導体基板上に形成さ
れた回路パターンの欠陥もなく、良好な半導体装置を得ることができた。
【符号の説明】
【００６１】
１ 透光性基板
２ 遮光膜
３ レジスト膜
４ ハーフトーン型位相シフター膜
５ 遮光層
６ 反射防止層
２ａ 遮光膜のパターン
３ａ レジストパターン
１０、３０ フォトマスクブランク
２０、４０ フォトマスク
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【図２】

【図３】

【図４】



(18) JP 5374599 B2 2013.12.25

【図５】



(19) JP 5374599 B2 2013.12.25

10

フロントページの続き

    審査官  渡戸　正義

(56)参考文献  特開２００６－１４６１５１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２４９２８３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－０８２９１６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－０９５３６２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１９５４８３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特許第２９８３０２０（ＪＰ，Ｂ１）　　
              国際公開第２００４／０７０４７２（ＷＯ，Ａ１）　　
              国際公開第２０００／００７０７２（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０３Ｆ　　　１／００　　　　－　　　１／８６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

